
市たばこ税 県たばこ税 たばこ税 たばこ特別税
令和3年10月1日～
令和9年3月31日

6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円 

令和9年4月1日～
令和10年3月31日

6,552円 1,070円 7,302円 820円 15,744円 

令和10年4月1日～
令和11年3月31日

6,552円 1,070円 7,802円 820円 16,244円 

令和11年4月1日～
以降

6,552円 1,070円 8,302円 820円 16,744円 

※　たばこ税のうち、国税については、令和9年4月1日から3年間かけて段階的に引き上げられます。

税率（1,000本につき）
地方税 国税期間

合計


